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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
除
去
土
壌
の
再
生
利
用
の
基
準
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
除
去
土
壌
の
再
生
利
用
の
基
準
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
資
材
と
し
て
再
生
利
用
す
る
こ
と
は
不
適
切
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
除
去
土
壌
（
平

成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射

性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
除
去
土
壌
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
再
生
利
用
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
管
理
の
下
で
安
全
に

行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
除
去
土
壌
の
再
生
利
用
は
、
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
処
分
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
項
に
お

い
て
、
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
処
分
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
在
、
環
境
省
に

お
い
て
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出

さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
環
境
省
令
第
三
十

三
号
）
に
つ
い
て
、
除
去
土
壌
の
再
生
利
用
に
関
す
る
改
正
案
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 



 

２ 

 

三
、
八
並
び
に
九
の
１
、
２
、
４
及
び
５
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
環
境
省
令
案
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
環
境
省
に
お
い
て
検
討
中
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
福
島
県
内
に
お
け
る
除
染
等
の
措
置
に
伴
い
生
じ
た
土
壌
の
再
生
利
用
の
手
引
き
（
案
）
」
（
以
下
「
手
引

き
（
案
）
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
環
境
省
が
令
和
元
年
十
二
月
十
九
日
に
開
催
し
た
「
中
間
貯
蔵
除
去
土
壌
等
の
減

容
・
再
生
利
用
技
術
開
発
戦
略
検
討
会
（
第
十
一
回
）
」
（
以
下
「
検
討
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
除
去
土
壌
の
再
生
利
用
に
係
る
安
全
性
確
保
の
観
点
か
ら
、
主
に
再
生
資
材
化
、
再
生
資
材
の
利
用
及
び
維
持
管
理
等

に
係
る
技
術
的
な
留
意
事
項
を
示
す
た
め
、
検
討
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
よ
う
な
「
資
材
で
あ
る
な
ら
ば
、
有
償
と
な
る
」
、
「
無
償
な
ら
、
そ
れ
は
廃
棄
物
で
あ
り
、
資
材
と
は
み
な

せ
な
い
」
等
と
の
考
え
方
は
と
っ
て
お
ら
ず
、
御
指
摘
の
「
「
再
生
資
材
化
」
を
行
っ
た
除
去
土
壌
」
に
つ
い
て
は
、
土
砂

等
で
被
覆
さ
れ
た
盛
土
の
用
に
供
す
る
資
材
等
と
し
て
利
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
資
材
と
し
て
の
位
置
付
け
が
可
能

と
考
え
て
い
る
。 



 

３ 

 

六
及
び
七
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
制
度
」
に
お
け
る
基
準
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
製
錬
事
業
者
等
に
お
け

る
工
場
等
に
お
い
て
用
い
た
資
材
そ
の
他
の
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
放
射
能
濃
度
に
つ
い
て
の
確
認
等
に
関
す
る
規

則
（
平
成
十
七
年
経
済
産
業
省
令
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
原
子
力
事
業
者
等
が
工
場
等
に

お
い
て
用
い
た
資
材
そ
の
他
の
物
が
再
生
利
用
さ
れ
る
場
合
を
含
め
、
こ
れ
ら
の
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の

放
射
能
濃
度
が
基
準
以
下
の
場
合
は
放
射
線
に
よ
る
障
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置
を
必
要
と
し
な
い
も
の
と
す
る
も
の
と
し

て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
御
指
摘
の
検
討
会
に
お
い
て
環
境
省
が
示
し
た
手
引
き
（
案
）
に
お
け
る
再
生
利

用
可
能
濃
度
は
、
適
切
な
管
理
の
下
で
安
全
に
除
去
土
壌
の
再
生
利
用
を
行
う
た
め
の
も
の
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
制
度
に
お
け
る
基
準
と
除
去
土
壌
の
再
生
利
用
を
行
う
た
め
の
再
生
利
用
可
能
濃
度

に
つ
い
て
は
、
前
提
と
な
る
考
え
方
が
異
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
「
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら

な
い
。
ま
た
、
法
附
則
第
六
条
に
基
づ
く
検
討
に
つ
い
て
は
、
放
射
性
物
質
の
取
扱
い
に
関
す
る
知
見
を
収
集
、
整
理
し
な

が
ら
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 



 

４ 

 

九
の
３
に
つ
い
て 

 
 

六
及
び
七
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
制
度
に
お
け
る
基
準
と
除
去
土
壌
の
再
生
利
用
を
行
う
た

め
の
再
生
利
用
可
能
濃
度
に
つ
い
て
は
、
前
提
と
な
る
考
え
方
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
放
射
能
濃
度
の
単
純
な
比

較
を
行
う
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
が
、
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
平
成
二
十
八
年
三
月
時
点
と
し

て
同
年
二
月
に
示
し
た
試
算
に
よ
れ
ば
、
二
千
十
九
年
に
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
八
千
ベ
ク
レ
ル
だ
っ
た
も
の
が
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
当
た
り
百
ベ
ク
レ
ル
ま
で
減
衰
す
る
の
に
必
要
と
な
る
期
間
は
百
八
十
八
年
で
あ
る
。 

十
の
１
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
環
境
省
令
案
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
処
分
の
う
ち
、
再
生
利
用
に
係
る
基
準
を
定

め
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
基
準
の
内
容
は
十
分
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

十
の
２
に
つ
い
て 

 
 

広
く
一
般
の
意
見
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
、
令
和
二
年
一
月
八
日
か
ら
二
月
七
日
ま
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し

た
。 


